
総 務 課 

特別職報酬等審議会 答申（概要） 

１ 給料及び報酬 

月額０.５８％引き下げる。（令和元年勧告 -0.58％）

特別職の給料 

区分 改定後の給料月額 現行の給料月額 引下げ額 

区長 １,２４９,５００円 １,２５６,５００円 ７,０００円

副区長 １,００４,８００円 １,０１０,８００円 ６,０００円

教育委員会教育長 ９３３,６００円 ９３８,６００円 ５,０００円

※実施時期 令和２年１月１日 

議員の報酬 

区分 改定後の報酬月額 現行の報酬月額 引下げ額 

議長 ９０２,６００円 ９０７,６００円 ５,０００円

副議長 ７８０,２００円 ７８５,２００円 ５,０００円

委員長 ６４９,８００円 ６５３,８００円 ４,０００円

副委員長 ６２２,７００円 ６２６,７００円 ４,０００円

議員 ６１０,７００円 ６１４,７００円 ４,０００円

※実施時期 令和２年１月１日 

２ 期末手当(特別職・議員) 

年間支給月数を０.１５月分引き上げる。（令和元年勧告 ＋0.15 月） 

支給月 ６月 １２月 ３月 合計 

現行の年間支給月数 １.７５月 １.８５月 ０.２５月 ３.８５月

引上げ月数 ０.０７５月 ０.０７５月 ０.１５月

改定後の年間支給月数 １.８２５月 １.９２５月 ０.２５月 ４.００月

※実施時期 令和元年度の期末手当から適用 

（今年度は、１２月分に０．１５月分をプラスして支給） 

３ 政務活動費（議員） 

支給額は、現行どおり据え置くこととする。 
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